
 

 

一王子団地 宅地分譲募集説明書 

（随時募集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

球 磨 村 



団地の概要 

 

所在地：球磨村大字渡乙３８８番地 

地 目：宅地 

区画数：１区画 

水 道：村営水道（建設課へ利用申請をお願いします。） 

浄化槽：個別設置 

ガ ス：指定施設はありません、各自契約をお願いいたします。 

通 信：村有のインターネットを利用する場合は、役場総務課に利用申請をしてくだ

さい。 

テレビ：村有のケーブルテレビを利用する場合は、役場総務課に利用申請をしてくだ

さい。 

 

区画配置図（分譲価格は別表をご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一王子団地の環境及び交通 

 

 球磨村総合運動公園前バス停まで  0.1km（徒歩 1分） 

 渡保育園まで           0.3km（徒歩 3分） 

 役場まで              7km（車で 7分） 

 コンビニエンスストアまで     0.2km（徒歩 2分） 

 

分譲の条件について 

 

分譲の主な条件として、以下のような条件があります。 

(１) 宅地は、自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。 

(２) 宅地の引渡しを受けた日から起算して２年以内に住宅の建築に着手し、自ら居

住すること。 

(３) 契約後１０年以内の転売及び譲渡はしないこと。（ただし、相続は除く。） 

(４) 近隣に迷惑を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。 

(５) 分譲を受けた宅地の管理者としての注意を怠らないこと。 

 

分譲に当たっての注意事項 

 

(１) 合併浄化槽の個別設置のお願い 

合併浄化槽は個別設置になります。（村にて補助金制度を設けておりますの

で、お早めにお申込ください。） 

※ 詳しくは、役場建設課（℡：０９６６－３２－１１１６）までお問い合わ

せください。 

(２) 球磨村情報通信サービスについて 

インターネット及びケーブルテレビの加入ができます。（有料） 

※ 詳しくは、役場総務課管財係（℡：０９６６－３２－１１１１）までお問

い合わせください。 

(３) 球磨村防災無線の設置について 

球磨村防災無線を無料で設置いたします。（行政情報や災害･緊急時の情報を

音声で放送します。） 

※ 詳しくは、役場総務課防災係（℡：０９６６－３２－１１１１）までお問

い合わせください。 



 

申込方法について 

１．対象者 

対象者は、次の要件のいずれか満たす必要があります。 

(１) ２．申込資格をすべて満たす者 

(２) (１)を満たし、令和２年７月豪雨により、球磨村内の住宅が半壊以上の者（被

災者生活支援金制度の加算支援金を申請または受給している者は対象外） 

(３) (１)を満たし、球磨村の遊水地・引堤整備の治水事業に該当する者 

※ 対象用件毎に申込の優先順位が異なります。５．申込受付をきちんとご確認くだ

さい。（(１)を「一般申込者」、(２)，(３)を「優先申込者」とします。） 

 

２．申込資格 

申込者は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

(１) 宅地引渡しの日から２年以内に、自ら居住する住宅の建築に着手できる者 

(２) 分譲代金の支払が可能である者 

(３) 本人及び同居しようとする者全員が税等の滞納がない者 

(４) 住宅建設後、速やかにその住所地に生活の本拠を移せる者 

(５) 本人及び同居しようとする者全員が球磨村暴力団排除条例（平成２３年球磨村

条例第１１号）第２条第２号に定める暴力団員でない者 

 

３．提出書類 

(１) 宅地分譲（借地）申込書（別記様式第１号） 

(２) 住民票謄本（全員） 

(３) 所得証明書及び未納のない証明書（全員） 

 

４．申し込みの注意事項 

  申し込みに関しては、1世帯 1区画とさせていただきます。 

   

５．申込受付 

随時（月曜日から金曜日（祝祭日を除く）までの午前８時半から午後５時１５分

まで） 

 ※ 令和２年７月豪雨により被災した住民の再建を優先させていただきます。 

（１．対象者(２)，(３)に該当する方） 

   一般申込者と、優先申込者が同一区画を申し込んだ場合は、優先申込者を優先

させて区画を決定いたします。 



６．申込受付場所及び問い合わせ先 

  球磨村役場 総務課  TEL：０９６６－３２－１１１１ 

 

分譲予定者の選定方法 

 

申込受付を毎月２５日締めとし、翌月初旬に審査会を開催し、分譲予定者を選定し

ます。 

なお、申込者が、同一区画に競合する場合は、抽選により決定いたします。 

抽選会を開催する際は、対象者に別途ご連絡いたします。 

 

契約および分譲代金の納入について 

 

宅地分譲決定者は、宅地分譲決定通知書に記載された決定の日から３０日以内に村

と契約を締結していただきます。 

 分譲代金は、譲渡契約の日から３ヶ月以内に全額お支払いしていただきます。 

 お支払い方法については、契約締結時にご説明いたします。 

 

所有権移転登記の時期および諸費用 

 

分譲に伴う所有権移転登記は、分譲代金完納後に村が行います。 

 また、登記に係る諸経費（購入者負担分）として、登録免許税（土地評価額の

1.5％の収入印紙代）が必要となります。 

 登録免許税額及び登記に必要な書類については、分譲代金納入通知の際にお知らせ

いたします。 

 

 

 

 

ご了解事項 

 

希望区画については、事前に各宅地内の構造物及び境界の位置関係ならびに環境等

について現地を十分確認のうえ、別紙申込書に希望区画を記入し、お申込ください。 



住宅を建設する場合において、道路、排水路その他の公共施設等を破損したとき

は、当事者の負担において原状に復旧しなければなりません。 

住宅の配置計画は、隣接宅地との境界に配慮し、日照の確保等に努めなければなり

ません。 

 

 

【分譲代金一覧表】 

区画番号 土地の所在 面積(㎡) 坪数 単価(円/㎡) 分譲金額(円) 

⑨ 渡乙３８８－９ 223.18 67.63 5,000 1,115,900 

 


